
 

 

 

 

 

塩見牧子（しおみまきこ） 1965 年 3 月 8 日大阪生まれ。1972 年に生駒に移り住む。生駒東小学校、緑ヶ丘中学校、京

都女子高等学校、同大学卒業。同大学大学院文学研究科修了。会社員、学校図書館司書、中・高非常勤講師を経て 2007 年

4 月、生駒市議会議員に初当選。①将来世代に元気なまちのバトンを渡す、②誰もが生きづらさを感じることなく暮らせる

共生社会をつくる、③フェアで市民本位の市政運営を築くための取組みやしくみづくりの提案を活動公約としています。 
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“まっすぐ”が通る生駒に！ 
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奈良の都のちんどん屋 撮影：山野マサ子 撮影場所：平常宮跡 
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市民や事業者との協働事業として市が実行委員

会や協議会を設置して運営することがあります

が、実態は市職員が事務を担い、他の構成団体の

参画意欲が乏しい例も少なくありません。実行委

員会は市の情報公開の対象外であることや、契約

や資金の透明性に問題が生じる懸念もあります。 

設置要件を明確にするとともに、情報公開条例

や市の契約ルール、政治倫理条例に準拠した運営

を行うこと、実行委員会を介した資金還流を防止

することを提言し、検討すると答弁を得ました。 
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①市民パワー社の卸電力の調達 

②市民パワー社のコミュニティサービ

スの置き配バッグ「OKIPPA」の導入に

向けてのY-per株式会社との折衝 

③生駒市清掃センターの管理会社に対

する市民パワーの電力供給打切りや最

終補償供給制度への切替え、値上げの

通達 

④太陽光発電を設置する会社からの電

力買取の打診について、卸電力会社と

のやりとり 

⑤市民パワー社の株主等との株主総会

等の日程調整 

 

 

2023年 1月に塩見が奈良地裁に提訴した生駒市職員職務専念義務違反損害賠償

事件の判決言い渡しが、昨年 12月 1日にありました。請求は棄却されましたが、

地裁は、一部の事務において職員の職務専念義務違反があったことを認めました。 
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この訴訟は、SDGs推進課（当

時）の職員が、右の①～⑤のいこま

市民パワー株式会社の業務に従事し

たことは、地方公務員法第35条の職

務専念義務に違反し、市長の給与支

出命令も違法な公金支出であるとし

て、生駒市と市民パワー社に損害賠

償を求めたものです。 

奈良地裁は②の業務のみ市の職務

範囲を超え違法と認定しましたが、

市長に過失はなく、市民パワー社も

判断責任を負わないとして請求を棄 

却しました。一部違法性は認められ

たため控訴はしませんでしたが、職

員だけが「命じられてもいない余計

な行為」をしたかのように非を負う

判決には不満が残ります。 
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滝寺公園区域（橙色部分）内にある旧・老人憩いの家 

滝寺公園内にある旧・老人憩いの家（現在、認知症対応型通所施設を運営

する宝山寺福祉事業団に無償貸与）が、都市公園法の占用許可を得ていない 

違法状態にある問題を指摘し

ました。法改正後も社会福祉

施設としての占用許可取得が

されず、公園本来の効用を損

ねています。耐震性や占用面

積の制約もあり、合法化は困

難なため、施設の公園外への

移転と建物除却を早急に進め

る必要性を提起しました。 
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